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安安安安    全全全全    管管管管    理理理理    規規規規    程程程程    

                               ベルタクシー株式会社 

 

第一章第一章第一章第一章    総総総総    則則則則    

（目的） 

第一条  

この規定（以下「本規定」という。）は道路運送法（以下「法」という。） 

     第２２条及び同条の２第２項の規定に基づき、輸送の安全を確保するため遵守 

     すべき事項を定めるとともに、安全マネジメント態勢を構築し、その自立的、 

     継続的な実施により輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第二条  本規定は、当社の旅客乗用自動車運送事業に係る全ての業務活動に適用する。 

 

第二章第二章第二章第二章    輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関すること輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関すること輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関すること輸送の安全を確保するための事業の運営方針に関すること    

（安全に関する基本方針） 

第三条  

１ 社長（以下「経営トップ」という）は事業経営に際し、輸送の安全確保が 

      最重要であるとの認識のもと、安全に関する方針を策定し、全従業員に安全の方針       

      の周知徹底を図る。 

２ 経営トップは、輸送の安全に関する法令及び社内規定の遵守並びに安全第一の意識 

の浸透を図るとともに、方針の策定や重点施策等を定めて、そのための安全管理体 

制及び方法が十分機能しているかを常に確認し、問題点を的確に把握し、必要な改 

善を行う等普段の見直しを行うことにより、輸送の安全性の向上に努める。 

３ 経営トップは、安全マネジメントを適切に実施するため、その体制の構築について 

必要な要員及び予算等の確保等、必要な措置を講じる。 

４ 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 

 

      （重要施策） 

    第四条  輸送の安全確保に関する重要施策 

１ 安全輸送の確保が事業経営の最優先課題であるという認識を徹底する。 

２ 安全に関する法令及び社内規定を遵守する。 

３ 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置、予防措置を講ずる。 

４ 輸送の安全確保に関する教育や研修を計画し、実施する。 

 

 

 

 

 



 （安全輸送のための計画） 

第五条  輸送の安全確保に関する重要施策に基づき下記の計画を策定する。 

１ 交通事故防止対策に関すること          （別紙：事故防止計画） 

２ 交通事故消滅の目標に関すること         （別紙：年度別事故消滅目標） 

３ 安全輸送の教育に関すること           （別紙：安全教育指針） 

４ 安全輸送に関して必要な費用及び投資に関すること （別紙：安全に係る費用） 

 

 

 

 

 第三章第三章第三章第三章    輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制に関すること 

      （経営トップの責務） 

    第六条  

１ 経営トップは、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 

２ 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置 

を講じる。 

３ 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 

４ 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切か 

どうかを常に確認し、必要な改善を行う。 

 

   （組織体制） 

第七条  安全統括管理者他必要な責任者を選任し、輸送の安全を確保するための体制を構 

     築するとともに、情報の連絡体制を確立し、情報の伝達や共有を図る。 

 

   （安全統括管理者の責務） 

第八条  安全統括管理者は次に掲げる責務を有する。 

１ 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという 

意義を徹底させる。 

２ 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持する。 

３ 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施する。 

４ 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図る。 

５ 輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて内部監査を行い、 

経営トップに報告する。 

６ 経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し必要な改善に関する意見を述べる等、 

必要な改善の措置を講じる。 

７ 輸送の安全の確保するため、社員に対し必要な教育または研修を行う。 

８ 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する。 

９ その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行う。 

 

 

 

  



 

 第四章第四章第四章第四章    輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法に関すること輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法に関すること    

   （安全情報の公表） 

第九条  安全に関する法令で定められた事項についての情報は、法令及び安全情報公表 

     基準等に従い外部に対し公表する。 

 

   （安全に関する情報の報告等に関すること） 

第十条  事故等の防止に資するため、事故等に関する情報を明確にし、それらの情報が 

     経営トップに適時適切に報告され適切な措置が講じられるよう、本規定第八条 

     第 4項に従い確実に実施できる体制を整備する。 

 

   （重大事故等への対応） 

第十一条  

１ 重大な事故等の発生に備え、必要に応じて適切な措置を講じるため、その責任 

者を定め社内へ周知する。 

２ 当該責任者が必要な処置を実施することができる責任及び権限をあたえる。 

 

 

   （輸送の安全に関する教育等） 

第十二条  輸送の安全を確保するために必要な要員及びその他の運行管理者に対する教育 

      を実施する。 

 

   （安全マネジメント実施効果の確認） 

第十三条  安全統括管理者は安全マネジメントが適切に実施されているかを確認するため 

      に最低１年に１回以上適切な時期を定めて内部監査を実施する。 

      又、重大な事故、災害が発生した場合、必要と認められる場合は緊急に内部 

      監査を実施する。 

      上記の監査により改善すべき事項が認められた場合には、速やかに経営トップ 

      に報告するとともに、必要な方策を検討し是正措置、予防措置を講じる。 

 

   （輸送の安全に関する業務の改善） 

第十四条 

１ 前条の内部監査及び改善が必要と思われる場合には、その方策を検討し業務の 

改善を行う。 

２ 改善を行う際は、前項で明かになった課題または問題点について、必要な是正 

措置予防措置を実施する。 

  

   （規定の見直し） 

第十五条  本規定は必要に応じ、適時適切に見直しを行う。 

 

                                    以 上 

 


